
提

出

者

川

田

悦

子

平
成
十
五
年
五
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

八

七

号

Ｉ
Ｌ
Ｏ
結
社
の
自
由
委
員
会
に
対
す
る
政
府
の
追
加
情
報
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
結
社
の
自
由
委
員
会
に
対
す
る
政
府
の
追
加
情
報
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
に
提
出
し
た
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
結
社
の
自
由
委
員
会
に
対
す
る
政
府
の
追
加
情
報
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
衆
質
一
五
五
第
一

八
号
）
に
対
し
、
同
答
弁
書
は
、
「
御
指
摘
の
よ
う
な
追
加
情
報
を
国
際
労
働
機
関
の
結
社
の
自
由
委
員
会
に
提
出
し
た
の

は
、
い
わ
ゆ
る
『
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
』
に
関
し
中
央
労
働
委
員
会
又
は
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
各
種
証
拠
、
旧
日
本
国
有
鉄
道

総
裁
の
国
会
に
お
け
る
説
明
等
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
政
府
が
提
出
し
た
追
加
情
報
は
中
労
委
の

事
実
認
定
と
は
異
な
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

答
弁
に
あ
る
「
各
種
証
拠
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
主
要
な
も
の
を
三
つ
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

先
に
提
出
し
た
「
不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
不
履
行
の
違
法
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
衆

質
一
五
五
第
一
六
号
）
に
対
し
、
同
答
弁
書
は
、
「
労
働
委
員
会
は
、
労
働
組
合
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

が
同
法
第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
旨
の
申
立
て
を
受
け
た
と
き
は
、
調
査
及
び
審
問
を
行
い
、
認
定
し
た
事
実
に
基
づ
い

て
命
令
を
発
出
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
労
働
委
員
会
は
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百

三
十
一
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
規
定
す
る
権
限
を
独
立
し
て
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
不
当

一



労
働
行
為
審
査
制
度
を
所
管
す
る
厚
生
労
働
省
は
、
同
法
第
七
条
に
規
定
す
る
個
別
の
不
当
労
働
行
為
事
件
に
つ
い
て
、
使

用
者
に
対
し
、
行
政
指
導
す
る
立
場
に
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
政
府
と
し
て
は
、
労
働
委
員
会
の
決
定
と
独
立

性
を
尊
重
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
政
府
が
、
労
働
組
合
法
に
規
定
す
る
不
当
労
働
行
為
救
済
の
権
限
を
独

立
し
て
行
う
労
働
委
員
会
の
認
定
と
異
な
る
事
実
を
認
定
し
て
国
際
労
働
機
関
に
情
報
を
提
供
す
る
の
は
不
当
で
は
な
い

か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

三

い
わ
ゆ
る
「
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
」
で
は
、
採
用
差
別
の
有
無
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政

府
が
、
一
方
当
事
者
で
あ
る
使
用
者
側
の
旧
日
本
国
有
鉄
道
総
裁
の
説
明
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
組
合
差
別
を
否
定
す
る
根
拠

と
す
る
の
は
、
使
用
者
の
主
張
を
支
持
す
る
こ
と
と
な
り
、
憲
法
第
二
十
八
条
の
団
結
権
保
障
や
、
労
働
組
合
法
の
「
労
使

対
等
」
、
「
団
結
擁
護
」
（
第
一
条
）
の
法
目
的
に
反
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

四

三
に
対
す
る
答
弁
と
し
て
、
使
用
者
側
の
説
明
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
憲
法
第
二
十
八
条
の
団
結
権
保
障
や
、
労

働
組
合
法
の
「
労
使
対
等
」
、
「
団
結
擁
護
」
（
第
一
条
）
の
法
目
的
に
反
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示

さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


